


別記様式（第１条関係）

※受理年月日 月 日

定 期 報 告 書
（記載例）

農林水産大臣 殿
環境大臣 殿
経済産業大臣 殿

年 月 日

住 所 東京都千代田区霞が関１－２－２

氏 名 株式会社食品循環
代表取締役 資源 輪造 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号 ０３－○○○－△△△△

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第９条の規定に基づき、次のとおり報
告します。

事業者名 株式会社食品循環

郵便番号 ○○○－△△△△
住所 東京都千代田区霞が関１－２－２

各種食料品小売業 一般飲食店
業種

法第９条第２項に規定 無
する事業の有無

報告書作成 ○○ ○○
責任者氏名



表１ 食品廃棄物等の発生量（①＝⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩）

業種 発生量（ｔ） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 ７０ ７８

一般飲食店 ６１ ７７

合計 １３１ ７８

全５店舗中３店舗において、平成２０年５月の１ヶ月間におけ
発生量の把握方法 る発生量を実測し、３店舗のデータから１店舗当たりの平均年

間発生利用を推計。これに全店舗数を乗じることにより推計し
た。

表２ 食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値（②）

業種 売上高、製造数量等 対前年度比（％）

各種食料品小売業 名称 単位 値

売上高 千円 121,000 １０５

一般飲食店 名称 単位 値

売上高 千円 82,500 ９５

当該値を用いた理由 食品の販売・調理と密接な関係をもつ値であるため

前年度より当該値
を変更した理由

表３ 食品廃棄物等の発生原単位（③＝①÷②）

業種 発生原単位 対前年度比（％） 基準発生原単位

各種食料品小売業 0.58kg ／千円 ７４

一般飲食店 0.74kg ／千円 ８１

発生原単位が対前
年度比で１００％
を超えた理由又は
発生原単位が基準
発生原単位を上回
った理由
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表４ 食品廃棄物等の発生抑制の実施量（④＝（⑤－③）×②）

業種 平成１９年度 発生抑制の実施量 対前年度比（％）
発生原単位 （ｔ）

（⑤＝平成１９年度の① （④）
÷平成１９年度の②）

各種食料品小売業 0.78kg ／千円 ２５ 前年度実績ゼロ

一般飲食店 0.91kg ／千円 １４ 前年度実績ゼロ

合計 ３９ 前年度実績ゼロ

発生抑制の具体的 商品及び原材料の発注数量の算出方法をより精緻に変更。
な取組内容

表５ 食品循環資源の再生利用の実施量（⑥）

業種 特定肥飼料等の種類 再生利用の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 飼料 ２０ １３３

小計

一般飲食店 肥料 ２０ １００

小計

飼料 ２０ １３３
合計

肥料 ２０ １００

総計 ４０ １１４

再生利用の実施量 当社自らが、収集運搬車両投入の際に重量を測定
の把握方法

表６ 食品循環資源の熱回収の実施量（⑦）

業種 熱回収の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

一般飲食店 ５ 前年度実績ゼロ

合計 ５ 前年度実績ゼロ

熱回収の実施量の 熱回収の委託先において、施設受入時にトラックスケールにて
把握方法 測定
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表７ 食品廃棄物等の減量の実施量（⑧）

業種 減量の方法 減量の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

一般飲食店 脱水 ２０ ６７

小計 ２０ ６７

小計

脱水 ２０ ４４
合計

総計 ２０ ４４

表８ 食品循環資源の再生利用等以外の実施量（⑨）

業種 特定肥飼料等以外の 再生利用等以外の実 対前年度比（％）
製品の種類 施量（ｔ）

各種食料品小売業 ＲＤＦ ５ １００

小計 ５ １００

小計

ＲＤＦ ５ １００
合計

総計 ５ １００

再生利用等以外の 再生利用等以外のリサイクルの委託先において、施設受入時に
実施量の把握方法 トラックスケールにて測定
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表９ 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量（⑩）

業種 廃棄物としての処分の実施量（ｔ） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 ４５ ８２

一般飲食店 １６ ５５

合計 ６１ ７３

廃棄物としての処 当社自らが、収集運搬車両投入の際に重量を測定
分の実施量の把握
方法

表１０ 食品循環資源の再生利用等の実施率（（④＋⑥＋⑦×０．９５＋⑧）÷（①＋
④）×１００（％））

基準実施率（％）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

４７ ４９ ５１ ５２ ５３ ５４

当年度の再生利用等 再生利用等の実施率（％） 対前年度比（％）
の実施率

６１ １２９

業種 再生利用等の実施率（％） 対前年度比（％）

各種食料品小売業 ４７ １４１

一般飲食店 ７８ １２４

再生利用等の実施率
が基準実施率を下回
った理由
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表１１ 平成１９年度から平成２４年度までの食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源
の再生利用等の変化状況

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

食品廃棄物等の １６９ １３１
発生量（ｔ）

対前年度比（％） ７８

食品廃棄物等の ０．７８ ０．５８

発生原単位 ０．９１ ０．７４

対前年度比（％） ７４

８１

食品廃棄物等の発生 ３９
抑制の実施量（ｔ）

対前年度比（％） 前年度実績ゼロ

食品循環資源の再生 ３５ ４０
利用の実施量（ｔ）

対前年度比（％） １１４

食品循環資源の熱 ０ ５
回収の実施量（ｔ）

対前年度比（％） 前年度実績ゼロ

食品廃棄物等の減 ４５ ２０
量の実施量（ｔ）

対前年度比（％） ４４

食品循環資源の再 ５ ５
生利用等以外の実

施量（ｔ）

対前年度比（％） １００

食品廃棄物等の廃 ８４ ６１
棄物としての処分

の実施量（ｔ）

対前年度比（％） ７３

食品循環資源の ４７ ６１
再生利用等の実
施率（％）

対前年度比（％） １２９
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表１２ 特定肥飼料等の製造量（再生利用の委託先又は食品循環資源の譲渡先における
製造量を含む。）

業種 特定肥飼料等の種類 製造量 単位

各種食料品小売業 飼料 ７ ｔ

小計

一般飲食店 肥料 １０ ｔ

小計

飼料 ７ ｔ
合計

肥料 １０ ｔ

総計 １７ ｔ

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） 株式会社飼料製造
代表取締役 ○○ ○○

委 託 先
又 は 譲 住所 ○○県○○○
渡 先 の
業者 再生利用の実施量（ｔ） ２０

特定肥飼料等の種類 製造量 単位

飼料 ７ ｔ

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） たい肥製造株式会社
代表取締役 ○○ ○○

委 託 先
又 は 譲 住所 ○○県○○
渡 先 の
業者 再生利用の実施量（ｔ） ２０

特定肥飼料等の種類 製造量 単位

肥料 １０ ｔ
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表１３ 熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電
気の量）（熱回収の委託先又は食品循環資源の譲渡先における熱量又は電気の量
を含む。）

熱回収により得られた熱量又はその熱を変換して得られた電気の量
業種

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）

一般飲食店 ８５０

８５０
合計

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） 株式会社バイオ発電
代表取締役 ○○ ○○

委 託 先
又 は 譲 住所 ○○県○○
渡 先 の
業者 熱回収の実施量（ｔ） ５

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ） ８５０

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）

委 託 先 住所
又 は 譲
渡 先 の 熱回収の実施量（ｔ）
業者

熱量（ＭＪ） 電気の量（ＭＪ）
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表１４ 判断の基準となるべき事項の遵守状況

判断の基準となるべき事項 遵守状況

食品循環資源の再生利用等の実施の原則（食品循環資源の再生利用等の優先順位 適
に関すること）

食品廃棄物等の発生の抑制

食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと 適

食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方 該当しない
法の改善を行うこと

食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入れ及び販 適
売の方法の工夫を行うこと

食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理 適
方法の改善を行うこと

食品の調理及び食事の提供の過程における食べ残しを減少させるためのメニ 適
ューの工夫を行うこと

売れ残りその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、 適
その変動の状況の把握に努めること

必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制 適
に努めること

食品循環資源の管理の基準

食品循環資源と容器包装その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適 適
さない食品廃棄物等とを適切に分別すること

異物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を 適
防止すること

食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための 適
温度管理その他の品質管理を適切に行うこと

食品廃棄物等の収集又は運搬の基準

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用する場合は、異物その他の 該当しない
特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入を防止すること

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として利用する場合であって、食品循

環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管 該当しない
理その他の品質管理を適切に行うこと

生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること 該当しない

食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準

上記の基準に従って食品廃棄物等の収集又は運搬を行う者を選定すること 適

委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握する 適
こと

委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が上記の基準に従って行われて 適
いないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること
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再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準

農林漁業者等の需要に適合する品質を有する特定肥飼料等の製造を行うこと 該当しない

食品循環資源と容器包装その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適 該当しない
さない食品廃棄物等とを適切に分別すること

食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための 該当しない
温度管理その他の品質管理を適切に行うこと

食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること 該当しない

異物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入の 該当しない
防止その他の工程管理を適切に行うこと

食品循環資源及びそれ以外の原材料並びに特定肥飼料等の性状の分析及び管 該当しない
理を適正に行い、特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること

生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること 該当しない

特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には、当該特定肥飼料等が利用されずに 該当しない
廃棄されることのないよう、特定肥飼料等の利用を確保すること

肥料の製造を行うときは、その製造する肥料について、肥料取締法及びこれ 該当しない
に基づく命令により定められた規格に適合させること

飼料の製造を行うときは、その製造する飼料について、飼料の安全性の確保

及び品質の改善に関する法律及びこれに基づく命令により定められた基準及 該当しない
び規格に適合させること

配合飼料の製造を行うときは、粉末乾燥処理を行うこと 該当しない

再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準

上記の基準に従って特定肥飼料等の製造を行う者を選定すること 適

委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握す 適
ること

委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が上記の基準に従って行われ 適
ていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を

講ずること

食品循環資源の熱回収

食品循環資源を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲

内における特定肥飼料等製造施設の有無について適切に把握し、その記録を 適
行うこと

食品循環資源を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲

内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該食品循環資源を受け入れて 適
再生利用することが著しく困難であることを示す状況について適切に把握

し、その記録を行うこと

熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状について適切に把 適
握し、その記録を行うこと

食品循環資源の熱回収により得られた熱量（その熱を電気に変換した場合に 適
あっては、当該電気の量）について適切に把握し、その記録を行うこと
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熱回収を行う施設の名称及び所在地について適切に把握し、その記録を行う 適
こと

情報の提供

特定肥飼料等の利用者（特定肥飼料等の製造を委託又は食品循環資源を譲渡

している場合にあっては、当該委託先又は譲渡先）に対し、特定肥飼料等の 適
原材料として利用する食品循環資源について、必要な情報を提供すること

食品廃棄物等の発生量等の状況についての情報をインターネットの利用その 適
他の方法により提供するよう努めること

食品廃棄物等の減量

減量の実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うこと 適

費用の低減

食品循環資源の再生利用等の効率的な実施体制の整備を図ることにより、食 適
品循環資源の再生利用等に要する費用を低減させるよう努めること

加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進

本部事業者は、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、加盟

者に対し、食品循環資源の再生利用等に関し必要な指導を行い、食品循環資 該当しない
源の再生利用等を促進するよう努めること

加盟者は、本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための 該当しない
措置に協力するよう努めること

教育訓練

従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行う 適
よう努めること

再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備

事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等

の実施量その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録 適
を行うこと

事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うこと 適

表１５ その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組

弊社社員に月１回 食品廃棄物分別研修を実施
年１回 再生利用の委託先の見学会を実施

表１６ 国が公表を行うことについての同意の有無

有
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「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日環整95号

厚生省水道環境部環境整備課長通知）抜すい

別紙２

Ⅰ ごみ質の分析方法

ごみ質の分析方法は、以下により行うことを標準とするが、他に適正と認められる方

法をとっている市町村にあつては、従前のとおりとして差し支えない。

１．試料の採取

(1) 収集・運搬車からの採取

無作為に抽出した収集・運搬車から１台あたり１０kg以上、合計２００kg以上を

採取する。

(2) ごみピットからの採取

ピット内のごみを十分混合したのち、２００kg以上採取する。

２．試料の調整

採取した試料は、乾燥したコンクリート等の床上で、スコップ等でよく混合し、袋

づめのごみは中味を取り出し、とくに大きなものは適当に細分する。

つぎに、試料を十分に混合しつつ、四分法により数回縮分し、試料として５～１０

kgを採取する。

（注）縮分の途中で、目につく大きな廃棄物(とくに毛布、タイヤ、木竹、石油かん

等破砕しにくいもの)については、あらかじめ別にとり出しておき、最後にそれ

を細断して試料に加えることが望ましい。例えば４回、四分法で縮分する場合、

２回目終了後に毛布をとり出せば、その毛布は、さらに二回の縮分によつて１／

２２＝１／４に減量されるはずであるから、毛布全重量の１／４を試料に加える

こととなる。

３．測定分析

(1) 単位容積重量

２の試料を容量既知の容器に入れ３０cm位の所から３回落とし目減りしたなら

ば、目減り分だけ更に試料を加える。

単位容積重量(または見かけ比重)は、次式(1)により算出する。

単位容積重量(kg／m3)＝試料重量〔kg〕／容器の容量〔m3〕…(1)

(2) 水分

３の(1)に用いた試料を秤量したのち、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を

得るまで乾燥し秤量する。

水分は次式(2)により算出する。

水分(％)＝((乾燥前の重量〔kg〕－乾燥後の重量〔kg)〕／乾燥前の重量〔kg〕)

×100…(2)

(3) ごみの種類組成分析

３の(2)に用いた試料の全量をビニールシート等に拡げて次の６組成を標準とし

て組成ごとに秤量し、重量比(％)を求める。

① 紙・布類

② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類

③ 木・竹・ワラ類

④ ちゆう芥類(動植物性残渣、卵殻、貝殻を含む。)

⑤ 不燃物類
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⑥ その他(孔眼寸法約５mmのふるいを通過したもの)

(4) 灰分

３の(3)で分別した６組成のうち、不燃物類を除き、各組成ごとに破砕機を用い

て２mm以下に粉砕し、その一部をルツボに入れて105℃±5℃で二時間加熱する。

これを秤量したのち、電気炉を用いて８００℃で２時間強熱し、秤量する。

灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。

各組成の灰分(％)＝(強熱後の重量〔kg〕／強熱前の重量〔kg〕)×100…(3)

乾燥ごみの灰分(％)＝ …(4)

Ａｉ:(3)で求めた各組成iの重量比(％)

Ｂｉ：各組成ｉの灰分(％)(不燃物類については100とする。

生ごみの灰分(％)＝乾燥ごみの灰分(％)×((100－水分(％))／100)…(5)

(5) 可燃分

可燃分は次式(6)により算出する。

可燃分(％)＝100－水分(％)－生ごみの灰分…(6)

(6) 低位発熱量

生ごみの低位発熱量は、次式(7)により推定することができる。

Ｈｌ＝4,500Ｖ－600Ｗ…(7)

Ｈｌ：生ごみの低位発熱量(kcal／kg)

Ｖ：生ごみの可燃分(％)

Ｗ：生ごみの水分(％)

４．ごみ質分析を行うに際しての留意事項

(1) 試料の採取及び縮分はじん速に行うこと。

(2) 水分測定のための乾燥前重量の秤量を、試料採取時ではなく他日行う場合は、水

分に変動が生じないよう密封保存すること。

(3) ピットわきで作業する場合には、転落等の事故が生じないよう作業監督者をつけ、

安全をはかること。

(4) 縮分及びごみの分別等、直接生ごみの触れる作業を行う時は、けがをしないよう、

また万一けがをした場合もすぐさま消毒等の応急措置がとれるようにしておくこ

と。

Ⅱ ごみ焼却施設の焼却残渣の熱しやく減量の測定方法

１．試料の採取

１回当り１～２kg、１日に４～５回、合計５～１０kgの焼却残渣(水封後または散

水後のもので可)を採取し、試料とする。

２．水分

試料を秤量したのち、これを乾燥器等を用いて105℃±5℃で恒量を得るまで乾燥し

秤量する。水分は次式(1)により算出する。

水分(％)＝((乾燥前の重量〔kg〕－乾燥後の重量〔kg〕)／乾燥前の重量〔kg〕)×

100…(1)

３．大型不燃物の除去

乾燥後の試料の全量を孔眼寸法約１０mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残つ

た試料のうち、不燃物のみを秤量する。試料中の大型不燃物の割合(乾基準)Ａは次式

(2)により算出する。
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Ａ(％)＝不燃物の重量〔kg〕／乾燥後の試料の重量〔kg〕×100…(2)

４．熱しゃく減量の測定

ふるい上に残つた試料のうち、可燃性物質を破砕したのち、ふるい下の試料と混合

し、四分法により縮分し、２０～５０gを精秤する。

これを電気炉に入れて600℃±25℃で三時間強熱したのち、デシケータ中で放冷す

る。放冷後、試料を精秤する。

大型不燃物の除去後の熱しゃく減量Ⅰ’は、次式(3)により算出する。

Ⅰ’(％)＝((強熱前の重量〔g〕－強熱後の重量〔g〕)／強熱前の重量〔g〕)×100

…(3)

焼却残渣の熱しゃく減量Ⅰは、次式(4)により算出する。

Ⅰ(％)＝Ⅰ’×((100－Ａ)／100)…(4)

Ⅲ ごみ焼却施設の燃焼室出口温度の測定方法

ごみ焼却施設の燃焼室出口温度の測定には、クロメル―アルメル熱電温度計を使用す

ることを標準とする。測定にあたつては、外気の侵入を防ぐため、挿入口は密封する。
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